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巻頭言

　消防・救急課長、総務課長、審議官、国民保護・防災部長、危険物保安技術協会理事と続き、６年連続

の消防勤務となりました。

　この間、印象に残っていますのは、まず、糸魚川の火災です。地震以外の原因では酒田の大火以来の市

街地における大規模火災であり、この火災を踏まえ、全国の消防本部において、市街地を対象とした警防

計画を策定してもらうこととしました。

　また、市街地全体が水に浸かった倉敷市の水害です。雨が止んだ後のテレビの映像と、「数百人の方々

が逃げ遅れて亡くなっているかもしれない」という恐怖心が、今でも鮮明に記憶に残っています。

　また、房総半島を襲った台風では、上空のヘリから見た数え切れないほどのブルーシートに覆われた半

島の海岸の景色が、脳裏に焼き付いています。東日本台風の時には、台風の予想進路の都道府県の代表消

防本部の局長さん方に「躊躇なく緊急消防援助隊を要請して下さい。また、県内応援も積極的に行って下

さい」と、直接電話をしました。しかし、１名、５名、10名、30名・・・とあっという間に死者が増えていっ

た時の無力感。今でも忘れることはできません。

　この他、長野県と群馬県のヘリの墜落事故を受けて、２パイロット制を事実上義務付けました。

　さて、地球温暖化による災害の多発化・激甚化とAI・IOTなどの科学技術の指数関数的な発展に、消防

の世界も大きな影響を受けています。火事による死者は毎年減少していますが、自然災害は激甚化・多発

化し救急搬送件数は毎年増加しています。そして、救急車の適正配置へのAIの活用、無人の消火ロボット、

火災報知器から消防指令センターへの自動通報など、10年前では「出来たら良いね」だった技術が、今、

現実のものとなっています。

　最近の科学技術の発展のスピードに鑑みれば、これから先は、今までよりもっと速いスピードで世の中

は変化していくでしょう。それに、消防の世界も追いついていかなければなりません。

　そのためには、「ゆでガエル」にならずに、人的・物的資源の配分を変化させていかなければなりません。

　そして、この大きな変化の中でも、消防の役割が、国民の生命・財産を守るという地方公共団体の仕事

の中で最も重要なものであることは不変であり、無償の全国均一のパブリックサービスとして維持し続け

なければなりません。

　そして、住民への的確な避難指示と避難によって風水害の死者は０にできる、IOTとスプリンクラー等

の技術によって火災による死者も０にできる、という気持ちを、最も大切なものとして持ち続けたいと思っ

ています。

　以上、個人的な思いを述べさせて頂きました。ご容赦下さい。全国の関係の皆様とともに努力してまい

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

就任にあたって
~地球と科学の大きな変化
の中で

小宮　大一郎消防庁次長



巻頭言

　昨年で創設から60年を迎えた消防大学校は、全国の消防職員16万人、消防団員81万人を対象にした高

度な教育訓練を行う機関です。本校の卒業生の多くは、全国各地の消防本部で幹部として活躍され、累計

の卒業生数は優に６万人を超えています。

　昨年来、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界的に流行し、日本を含め各国で多くの感染者

が生じています。こうした状況下で、本校では、令和２年４月の一時的な教育訓練の中止・延期を経て、

同年６月から新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、教育訓練を再開しています。具体的には、学生に

対し、①マスクの着用の徹底、②不要不急の外出禁止、③３密の回避、④ソーシャルディスタンスの確保、

⑤教室等の常時換気、⑥手指や共有物品の消毒、⑦図書館等共有スペースの入室人数の制限、⑧食堂等の

飛沫防止対策等の取組み　といった感染症防止対策を講じた教育訓練を提供し、新たな生活様式を取り入

れた寮生活をお願いしています。

　また、この他、人との直接の接触機会の減少による感染リスクの低減には、ICTの活用が有効です。消

防大学校では、新型コロナウイルス感染拡大前から、一部の学科を対象に、インターネットを活用したオ

ンデマンド方式のe-ラーニングを導入しています。これは、事前学習による学生の水準の向上と、平準化

による入校後の効率的な教育訓練を目的とし実施していますが、今年度は、本校の滞在日数の縮減による

感染リスクの低減の目的を加え、e-ラーニングの対象科目の拡大を行っています。また、新たに、入校期

間が概ね２週間以上の学科を対象に、所属消防本部、自宅等で受講可能なライブ方式のリモート授業も導

入しています。

　こうしたICTを活用した授業等は、消防大学校だけでなく、私の前任地の勤務先であった京都大学公共

政策大学院や全国市町村国際文化研修所（JIAM）を始め、多くの教育研修機関で実施されています。ICT

を活用した授業等は、海外など遠隔地在住の研究者や多忙な実務者の方なども講師などとして参加しやす

く、授業等の質の向上が期待できるメリットがあり、今後も、積極的に実施することが望ましいと考えら

れます。

　最後に、日本を含め世界的に、新型コロナウイルスの変異株の感染者、とりわけデルタ株の感染者が増

加しています。本校では、同株の強力な感染力と本校内で集団生活を行う特殊性を踏まえ、後期の教育研

修開始にあたり、学生間での感染防止と、感染した際の重症化予防の観点から、感染防止対策の強化を行っ

ています。具体的には、①寮等の共用部等での飲食禁止の徹底　②寮等の共用部等での窓開け、サーキュ

レーター、空気清浄機などによる換気対策の強化　③浴室や食堂における分散利用（入替制）の実施　な

どの追加措置とともに、10月下旬以降の入校生には、④派遣元の消防本部に対する学生へのワクチン接

種の推奨　を強く働きかけています。

　消防大学校では、コロナ禍での様々な取り組みを前向きにとらえ、引き続き、全国の消防職団員の方々

の期待に応えられるよう、新型コロナウイルス感染防止対策と質の高い教育訓練の両立に取組んでまいり

ますので、よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス
感染防止対策と
質の高い教育訓練の両立

吉 田　 悦 教消防大学校長
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　「令和４年度予算の概算要求に当たっての基本的な方
針について」（令和３年7月7日閣議了解）を踏まえ、８
月末に令和４年度予算概算要求を財務省に提出しまし
た。以下、令和４年度消防庁予算概算要求の概要につい
て解説します。

令和４年度消防庁予算　概算要求の概要

総務課

消防庁予算　概算要求の概要1

 令和４年度概算要求総額は、143.9億円（デジタル庁一
括計上分を除くと131.2億円）であり、一般会計140.4
億円、東日本大震災復興特別会計（以下「復興特会」と
いう。）3.5億円となっています。なお、「防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策」にかかる事業に
ついては、デジタル庁一括計上分を除き、別途事項要求
としています。
　一般会計140.4億円には、グリーン、デジタル、地方
活性化、子供・子育てへの予算の重点化を進めるための
経費（以下「新たな成長推進枠」という。）として、
19.8億円が含まれています。新たな成長推進枠として
要求している主な事業は、消防団を中核とした地域防災
力の充実強化に要する経費6.2億円、情報収集活動用ハ
イスペックドローン等の整備3.9億円（新規）、熱海市土
石流災害を踏まえた小型救助車の整備1.3億円（新規）、
情報収集分析車の整備0.6億円（新規）、♯7119の全国
展開等による救急需要対策の充実強化0.6億円などと
なっています（各事業の詳細については後述。）。
令和４年度概算要求額は、令和３年度消防庁一般会計予
算128.2億円に対して12.2億円増（9.5%増）、令和３年

「令和４年度予算の概算要求に当たっての基
本的な方針について」

（ 令和３年7月7日閣議了解）
 令和４年度予算は、「経済財政運営と改革の基本
方針2021」（令和３年６月18日閣議決定。以下「基
本方針2021」という。）及び「経済財政運営と改
革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決
定）で示された「新経済・財政再生計画」（以下単
に「新経済・財政再生計画」という。）の枠組みの下、
手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組む。
歳出全般にわたり、平成25年度予算から前年度当
初予算までの歳出改革の取組を強化するとともに、
施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除
しつつ、予算の中身を大胆に重点化する。

（略）

１.要求・要望について
(5) その他の経費

　一般歳出のうち、上記(1)、(3)及び(4)に掲げ
る経費を除く経費（以下「その他の経費」という。）
については、既定の歳出を見直し、前年度当初
予算におけるその他の経費に相当する額に100
分の90を乗じた額（以下「要望基礎額」という。）
の範囲内で要求する。

（略）
(6) 新たな成長推進枠

　令和４年度予算においては、グリーン、デジ
タル、地方活性化、子供・子育てへの予算の重
点化を進めるため、「基本方針2021」及び「成

長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ」（令
和３年６月18日閣議決定）等を踏まえた諸課題
について、「新たな成長推進枠」を措置する。
　このため、各省大臣は、(1)ないし(5)とは別途、
前年度当初予算におけるその他の経費に相当す
る額と要望基礎額の差額に100分の300を乗じ
た額及び義務的経費が(3)に規定する額を下回る
場合にあっては、当該差額に100分の300を乗
じた額の合計額の範囲内で要望を行うことがで
きる。
　「新たな成長推進枠」においては、各府省庁は、
歳出改革の反映に取り組み、改革の効果に関す
る定量的試算・エビデンスを明らかにする。

（注）(1)年金・医療等に係る経費、(2)地方交付
税交付金等、(3)義務的経費、(4)東日本大震災
からの復興対策に係る経費
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あり、一般会計 140.4億円、東日本大震災復興特別会計（以下「復興特会」という。）3.5億

円となっています。なお、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」にかかる事

業については、デジタル庁一括計上分を除き、別途事項要求としています。 

一般会計 140.4 億円には、グリーン、デジタル、地方活性化、子供・子育てへの予算の重

点化を進めるための経費（以下「新たな成長推進枠」という。）として、19.8 億円が含まれ

ています。新たな成長推進枠として要求している主な事業は、消防団を中核とした地域防災

力の充実強化に要する経費 6.2 億円、情報収集活動用ハイスペックドローン等の整備 3.9 億

円（新規）、熱海市土石流災害を踏まえた小型救助車の整備 1.3 億円（新規）、情報収集分析

車の整備 0.6 億円（新規）、♯7119 の全国展開等による救急需要対策の充実強化 0.6 億円な

どとなっています（各事業の詳細については後述。）。 

令和４年度概算要求額は、令和３年度消防庁一般会計予算 128.2億円に対して 12.2億円増

（9.5%増）、令和３年度復興特会 2.3 億円に対して 1.2 億円増（53.2％増）となっています。

なお、消防団関連予算については、令和３年度消防庁一般会計予算に対して 0.8 億円増

（10.9％増）の 8.1億円となっています。 

 

 
 

 

２ 主要施策 

   令和４年度概算要求における主要項目は、次の８つの柱及び復興特会からなっています。

以下、各項目において主な事業を紹介します。 

  なお、概算要求額にはデジタル庁に一括して計上される分が含まれているものもありま

す。 

 

度復興特会2.3億円に対して1.2億円増（53.2％増）と
なっています。なお、消防団関連予算については、令和
３年度消防庁一般会計予算に対して0.8億円増（10.9％
増）の8.1億円となっています。

【情報収集活動用ドローン】

（災害発生前の地図）

【映像伝送装置】

【小型救助車】
※イメージ【地図画像作成ツール】

主要施策2

　令和４年度概算要求における主要項目は、次の８つの
柱及び復興特会からなっています。以下、各項目におい
て主な事業を紹介します。
　なお、概算要求額にはデジタル庁への一括計上分が含
まれているものもあります。

（1） 熱海市土石流災害を踏まえた対応
　　 　複数の現場活動において円滑な情報収集を行うと

ともに、空撮した複数写真を処理し、被害実態の把
握を確実に行うための災害活動現場の地図画像を作
成できるドローンを整備する経費として、3.9億円
を要求しています。

　　 　また、急傾斜地や障害物が散在する狭隘なアクセ
スルートで発生した災害においても迅速な救助活動
が行えるよう、資機材搬送能力、登坂能力等に優れ
た小型車を整備するための経費として1.3億円を要
求しています。

　　 　さらに、土砂災害現場での二次災害防止による実

働部隊の安全支援及び救助・救出活動の支援のため、
被災状況や土砂の変化を計測する機器などを備えた
情報収集分析車を整備する経費0.6億円についても
要求しています。

（災害発生後の地図）
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（2） 緊急消防援助隊・常備消防等の充実強化
　○緊急消防援助隊の充実
　　 　「緊急消防援助隊基本計画」に基づき部隊を増強

させるために必要な車両・資機材等を整備するため、
緊急消防援助隊設備整備費補助金49.9億円を要求
しています。

　　 　また、緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力を
向上させるため、全国合同訓練の実施に係る経費と
して1.8億円、地域ブロック合同訓練の実施に係る
経費として0.9億円を、それぞれ要求しています。

　　 　上記のほか、航空消防防災体制の安全性向上策・
充実強化策に関する調査・検討（消防防災ヘリコプ
ター操縦士の養成・確保方策や消防ヘリコプターの
活用を含めた共同運航体制の調査・検討）に係る経
費0.8億円についても要求しています。

　○広域化等による常備消防の充実強化
　　 　消防力の維持・強化を図るため、消防の広域化や

通信指令業務等の消防業務の一部の連携・協力を推
進するための経費として0.3億円を要求しています。

　　 　また、住民生活の安心・安全を確保するために防
火水槽（耐震性貯水槽）等の消防防災施設の整備を
促進するため、消防防災施設整備費補助金14.1億
円を要求しています。

　○救急救助・情報収集の高度化及び人材育成
　　 　救助に関わる人材育成をテーマに、関係機関と連

携した救助活動・教育訓練をリードする中核人材の
育成について検討し、教育訓練モデル、教育手法等
を提示し、効果的な救助技術の教育体制を構築する
ための経費として0.2億円を要求しています。

　　 　また、ドローンを活用した効果的な情報収集及び
部隊運用体制を強化するため、消防職員を対象とし
たドローン運用アドバイザー育成研修とドローン未
導入消防本部等への普及啓発に係る経費0.1億円を
要求しています。

　　 　上記のほか、消防大学校において、感染症対策等
としてインターネットを活用したリモート授業を行
うとともに、事前学習の充実・強化のため、e-ラー
ニングシステムのコンテンツ制作等に係る経費0.5
億円を要求しています。

（3） 消防団や自主防災組織等の充実強化
　○ 消防団員の処遇等に関する検討会の議論を踏まえた

地域防災力の充実強化に向けた取組の支援等
　　 　社会環境の変化に対応した消防団運営を促進する

ため、災害現場で役立つ訓練の普及、子供連れでも
安心して活動できる環境づくり、幅広い意見を反映
した団運営、企業・大学等と連携した加入促進など
の分野におけるモデル事業を実施するための経費
2.5億円（新規）を要求しています。

　　 　また、女性や若年層などの消防団への加入を促進
するための各種広報活動に係る経費として0.7億円、
自主防災組織等が地域の防災組織と連携して行う事
業等を支援するための経費として0.5億円をそれぞ
れ要求しています。　○救急体制の確保

　　 　住民からの電話による救急相談を受け付ける救急
安心センター事業（♯7119）の全国展開を推進す
るための経費として0.6億円を要求しています。

【耐震性貯水槽】

【救急安心センター事業（#7119）イメージ】

資機材取扱訓練（宮崎市）

【災害現場で役立つ訓練（例）】

救護救出訓練（尼崎市）
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　○ 地域防災力の中核となる消防団員の活動環境の整備
及び装備の充実強化

　　 　消防団の災害対応能力の向上のため、消防団に対
する無償貸付（救命ボート、発電機、投光器、排水
ポンプ等）を実施するための経費1.9億円を要求し
ています。

　　 　また、準中型免許創設後に普通免許保有者の消防
団員が増加し、将来的に消防団活動に支障が生じる
事態に備え、地域の実情に応じた準中型免許取得の
モデル事業を実施するための経費として0.3億円を
要求しています。

(5)  火災予防対策の推進
　○ 火災予防対策の推進
　　 　二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備に

係る事故の発生を受け、緊急的に必要な安全対策を
徹底していく必要があるため、過去の事故事例やリ
スク分析の結果を踏まえた必要な安全対策の周知徹
底するための経費として、0.3億円（新規）を要求
しています。

(4)   消防防災分野のＤＸの推進
　　 　災害時における地方公共団体からの被害情報収集

を迅速化・効率化するとともに、都道府県の負担軽
減を図るため、Ｌアラート※の通信基盤を活用し、
被害情報収集・共有システム（仮称）の整備に係る
経費として0.9億円を要求しています。

　　 　また、令和３年度に標準モデルを構築した、火災
予防分野における防火管理者選任届や防火対象物点
検報告などの各種手続の電子申請等の普及を促進す
るため、アドバイザーによる導入支援を実施する経
費0.6億円を要求しています。　

　　 　このほか、石油コンビナート等における災害発生

時において、限られた防災リソースを適切に運用し
最大の効果を発揮させるため、ドローン、AI、IoT
等の新技術導入に向けて、その有効性や安全性の検
討を実施するための経費として、0.2憶円を計上し
ています。

　　※ Ｌアラート・・・災害発生時に、地方公共団体等
が、放送局・アプリ事業者等の多様なメディアを
通じて地域住民等に対して必要な情報を迅速かつ
効率的に伝達する情報基盤

　○危険物施設等の安全対策の推進
　　 　危険物施設の維持管理の高度化のため、新技術を

活用した効果的な予防保全に係る方策、屋外貯蔵タ
ンクにおける新技術を活用した効果的な点検方法等
を検討する経費0.6億円を要求するとともに、自衛防
災組織の技能向上など石油コンビナート等における
災害対策の充実強化のため0.2億円を要求していま
す。

　○消防用機器等の海外展開
　　 　日本製品の海外展開を推進するため、東南アジア

諸国に対し日本の規格・認証制度の普及を推進する
とともに、日本企業に製品を紹介する場を提供する
ための経費として0.6億円要求しています。

【救命ボート】

投光器

発電機

排水ポンプ

子連れ巡回活動
（横手市）

【子供連れでの消防団活動（例）】

【パンフレットの作成等】

【企業等と連携した加入促進（例）】

プロスポーツチームと連携した
加入促進事業（広島市）

 (4) 消防防災分野のＤＸの推進 
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○危険物施設等の安全対策の推進 

  危険物施設の維持管理の高度化のため、新技術を活用した効果的な予防保全に係る方   

策、屋外貯蔵タンクにおける新技術を活用した効果的な点検方法等を検討するため、0.6 

億円を要求するとともに、自衛防災組織の技能向上など石油コンビナート等における災
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【パンフレットの作成等】 

“動画へのリンク” 

QRコード 

（提供）名古屋市中消防署、中区危険物安全協会 

建物管理者向け 

パンフレット 

＜CO2の危険性＞ 

 ▲▲▲・・・・ 
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【女性消防吏員の採用ポスター】

(6) 地方公共団体の危機対応能力の強化
　○地方公共団体の危機対応能力の強化
　　 　地方公共団体の受援計画・業務継続計画の策定に

係る研修会、市町村長を対象とした災害訓練、市町
村長や地方公共団体の危機管理等責任者を対象とし
た研修、感染症対策にも資する「防災・危機管理
ｅ-カレッジ」のコンテンツの充実等に係る経費と
して0.5億円を要求しています。

　　 　また、大規模テロなどの国民保護事案への対応に
万全を期すため、国と地方が共同で訓練を実施する
とともに、地方公共団体による避難実施要領のパ
ターン作成を促進するための経費として、1.4億円
を要求しています。

　○防災情報の伝達体制の強化
　　 　比較的安価に戸別受信機を導入可能な地上デジタ

ル放送波を用いた伝達手段（IPDC）について、複
数の地方公共団体と地上デジタル放送事業者との連
携方策等の調査検討を行い、技術ガイドラインの充
実を図り、導入普及を推進するための経費として、
0.3億円を要求しています。

　　 　また、緊急地震速報、弾道ミサイル情報等、対処

(7)  消防防災分野における女性の活躍促進
　○女性消防吏員の更なる活躍推進
　　 　消防吏員を目指す女性の増加を図るため、学生を

対象とした説明会やＷＥＢセミナー等を開催すると
ともに、消防本部に対する女性消防吏員活躍推進ア
ドバイザーの派遣に加え、新たに幹部向け説明会を
開催するための経費として0.5億円を要求していま
す。

　○消防団への女性・若者等の加入促進
　　 　子供連れでも安心して活動できる環境づくり、幅

広い意見を反映した団運営、企業・大学等と連携し
た加入促進などの分野におけるモデル事業（再掲）
として2.5億円を要求しているほか、女性や若者等
の消防団への加入を促進するため、地方公共団体が

に時間的余裕のない事態に関する緊急情報を国民に
瞬時に伝達するシステムである、全国瞬時警報シス
テム（Ｊアラート）について、ソフトウェアの改修
等、安定した運用を継続実施するため、3.8億円を
要求しています。

【ベトナムと消防分野における協力覚書を締結】     

【Jアラート発信（イメージ）】     

【フォーラムにおいてタイ内務省防災局幹部へ日本製品を紹介】
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(8) 科学技術の活用による消防防災力の強化
　○消防防災に係る技術の研究開発・実用化の推進
　　 　消防防災科学技術研究推進制度（新たな技術の研

究開発に対する支援に加え、製品化に係る取組につ
いても支援することにより、実用化を推進）に係る
経費として1.3億円を要求しています。

　　 　また、ドローン等を活用した画像分析等による災
害（土砂災害等）時の消防活動能力向上に係る研究
開発1.2億円、救急出動要請件数増大期における救
急搬送時間短縮手法の研究開発0.4億円、消火活動
時の殉職・受傷事故を防止するために放水や建物構
造の違いによる火災の進展等を可視化できるシミュ
レーション技術等の研究開発0.4億円を要求してい
ます。

　○火災災害調査方法の高度化
　　 　大規模火災や危険物流出事故に係る原因調査能力

向上のため、高機能Ⅹ線透過装置などの測定・分析
機器の整備に係る要求として0.9億円を計上してい
ます。

【消防防災科学技術研究推進制度の研究成果（高圧水駆動カッター）】

地域の企業や大学等と連携して行う取組を支援する
とともに、全国女性消防団員活性化大会や地域防災
力向上シンポジウム等を開催するための経費として
0.6億円を要求しています。

 

（8）科学技術の活用による消防防災力の強化 

  ○消防防災に係る技術の研究開発・実用化の推進 
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また、ドローン等を活用した画像分析等による災害（土砂災害等）時の消防活動能力

向上に係る研究開発 1.2 億円、救急出動要請件数増大期における救急搬送時間短縮手法

の研究開発 0.4 億円、消火活動時の殉職・受傷事故を防止するために放水や建物構造の
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(9) 被災地における消防防災体制の充実強化（復興特会） 

【消防防災科学技術研究推進制度の研究 

成果（高圧水駆動カッター）】 

焼損した 

テーブルタップ 
（外観）→ 

（X線透過写真）→ 

【X線透過装置を活用した原因調査】 
【X線透過装置を活用した原因調査】

(9) 被災地における消防防災体制の充実強化（復興特会）
　　 　東日本大震災により被害を受けた消防団拠点施設

や消防車両等の消防防災施設・設備の復旧を支援す
るため、消防防災施設災害復旧費補助金0.6億円、
消防防災設備災害復旧費補助金0.7億円を要求して
います。

　　 　また、避難指示区域における大規模林野火災等の
災害に対応するための消防活動等を支援するため、
原子力災害避難指示区域消防活動費交付金1.5億円
を要求しています。

　　 　以上が、令和４年度消防庁予算概算要求の概要で
す。

【消防庁舎復旧事業】
大船渡地区消防組合大船渡消防署

三陸分署綾里分遣所

問合わせ先
　消防庁総務課
　TEL: 03-5253-7506
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2020年東京オリンピック・パラリンピック競技
大会における消防特別警戒 消防庁消防・救急課

消防庁予防課　　　
2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会について

1

　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
（以下「オリパラ競技大会」という。）は、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により１年延期となり、東京オ
リンピック競技大会は令和３年７月23日から８月８日
まで、東京パラリンピック競技大会は令和３年８月24
日から９月５日までの日程で開催され、開催都市である
東京都を含む10都道県（自転車ロードレースの一部コー
スとなった山梨県を含む。）において競技が行われた。
　オリパラ競技大会は、世界中から注目を集める国際的
規模のスポーツ大会であり、多数の要人の観戦も予想さ
れることから、テロリストの標的となる可能性があり、
実際に、過去に開催された同規模のスポーツ大会では、
死傷者を伴うテロ事件が複数発生している。
　このため、消防として、オリパラ競技大会の円滑な運
営及び安全・安心の確保に資するため、テロ災害を含め
た各種災害に的確に対応するための体制構築を図ること
とした。

消防庁の取り組み2

消防特別警戒体制の構築等4

　消防庁では、オリパラ競技大会に向けたＮＢＣ等のテ
ロ災害への対応力強化を目的とし、大型除染システム搭
載車及び化学剤遠隔検知装置の整備や、国民保護事案に
おける国と地方公共団体との共同訓練の実施、ターニ
ケット導入に向けた消防職員用の教育カリキュラム等を
策定するほか、外国人や障害者の方々への対応として、
電話通訳センターを介した三者間同時通訳、Net119緊
急通報システム及び多言語音声翻訳アプリ「救急ボイス
トラ」の積極的な導入促進、外国人のための「救急車利
用ガイド」の普及、外国人や障害者の方々が利用する施
設における避難誘導等の多言語対応に関する取組促進を
図った。

　オリンピック競技大会は10都道県42会場、パラリン
ピック競技大会は４都県21会場において競技が行われ
るため、競技会場ごとに警戒本部及び警戒部隊を配置す
る必要があり、また、ＮＢＣ等のテロ災害に対応するた
めの装備資機材の整備や、当該災害が発生した場合にお
ける対応部隊の出場体制についても確保する必要があっ
た。そこで、管轄消防本部のみの消防力では十分な警戒
体制を構築することが困難な場合においては、他の消防
本部と応援体制を構築するなどして、対応することとし
た。

2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会消防対策協議会

3

　平成29年11月には、消防庁次長を会長とし、競技会
場を管轄する都道県、消防本部及び関係機関で構成する
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消
防対策協議会」を設置し、競技実施期間中における警戒
体制や、警防計画（火災、救急、救助活動等に係る計画）
及び予防計画（事前査察、訓練指導、予防警戒活動等に
係る計画）の策定など、各種検討を行うための体制を構
築した。

写真１　消防対策協議会実施状況
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　消防庁では、令和元年12月12日に「消防・救急体制
整備費補助金（東京オリンピック競技大会及び東京パラ
リンピック競技大会）交付要綱」を制定し、ＮＢＣ等の
テロ災害に対応するための装備資機材の整備や、応援体
制の構築に必要となる経費に対して補助金を交付し、関
係消防本部に対して財政支援を行った。
　こうした取組により、オリパラ競技大会の開催までに、
万全の警戒体制を構築することができた。
　また、各競技会場における警戒体制を構築する一方で、
競技会場を含む関連施設への防火安全対策としては、競
技会場等を管轄する消防本部において、各競技会場にお
ける競技期間中の防火管理体制や消防訓練の実施状況、
消防用設備や危険物施設の特例適用状況について事前調
査が実施されたほか、競技会場周辺の旅館やホテル、駅
などの競技大会開催に伴い不特定多数の方が利用する施
設に対する事前の立入検査、防火指導及び消防法令違反
の是正指導が実施された。

写真２　札幌ドームにおけるＮＢＣ災害対応訓練実施状況

競技期間中の警戒体制等5

　競技実施期間中においては、各競技会場に現地警戒本
部が設置され、関係機関との連携体制が確立されたほか、
ＮＢＣ等のテロ災害を含むあらゆる災害に対応するた
め、競技会場管轄消防本部を中心に、必要な消防部隊を
迅速に出動させるための体制を確保するなど、万全の体
制で消防特別警戒を実施した。

写真３　札幌大通公園における現地警戒本部設置状況

写真４　国立代々木競技場における救急車待機状況

写真５　埼玉スタジアム2002における警戒車両待機状況
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　また、消防庁としては、災害発生時、災害状況を早期
に把握するとともに、迅速な初動対応につなげるため、
各競技会場や東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会警備本部等に消防庁職員を派遣するなど、
情報連絡体制の強化を図り、対応に当たった。
　競技実施期間中、開閉会式をはじめほとんどの競技が
無観客での実施となったこともあり、テロ災害や多数の
傷病者が発生するといった大きな事故等はなく、選手や
競技大会関係者の救急搬送といった事案は一定程度発生
したものの、各消防本部による迅速かつ適切な対応が実
施され、結果、競技大会における消防の任務は完遂され
たと言える。

写真７　宮城スタジアムへの消防庁職員派遣状況

写真８　横浜スタジアムにおける競技実施状況写真６　横浜国際総合競技場における警戒車両待機状況

最後に6

　過去最大規模の警戒体制で臨んだ今回の消防特別警戒
は、競技会場管轄消防本部のみならず応援体制の構築に
当たった各消防本部、必要な連絡調整を担った都道府県
消防防災担当部局及び関係機関との連携なくしては成し
遂げられなかっただろう。
　今回のオリパラ競技大会の経験が、今後の大規模イベ
ント開催時における消防特別警戒に活かされるととも
に、消防の発展に寄与することを期待する。

問合せ先
　消防庁消防・救急課
　TEL: 03-5253-7522
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防災拠点となる公共施
設等の耐震化推進状況
調査の結果

防災課

　我が国は世界のマグニチュード6.0以上の地震の約２
割が起こっている地震多発国です。近い将来の発生の切
迫性が指摘されている大規模地震には南海トラフ巨大地
震や首都直下地震などがあり、これらの地震災害が最大
クラスの規模で発生した場合には、東日本大震災を超え
る甚大な被害が発生することが予測されています。
　熊本地震（平成28年４月）では、耐震化されていなかっ
た自治体庁舎が損壊し、災害対応や必要な行政サービス
が行えなくなった事例が複数発生したことからも、災害
応急対策を円滑に実施するため、防災拠点となる庁舎、
消防署、避難所となる文教施設などの公共施設等の耐震
化の重要性が再認識されています。
　このことから消防庁では、地方公共団体（都道府県及
び市町村）が所有又は管理する公共施設等について、耐
震診断及び改修実施状況等について進捗状況を把握する
ため、調査を実施しました。

調査の趣旨等1

調査概要2
　地方公共団体が所有又は管理している公共施設等（公
共用及び公用の建物：非木造のうち、２階以上又は延床
面積200㎡超の建築物）全体のうち、災害応急対策を実
施するに当たり拠点（防災拠点）となる施設を表１の基
準に基づき抽出し、耐震化の進捗状況について集計を行
いました。なお、調査対象はすべての都道府県（47団体）
及び市町村（1,741団体）で、調査基準日は令和２年10
月１日です。

表１　防災拠点となる公共施設等の分類基準
区　　分 防災拠点と位置づける施設

① 社会福祉施設 全ての施設
② 文教施設
　（校舎、体育館）

指定緊急避難場所又は指定避難所に指定して
いる施設

③ 庁舎 災害応急対策の実施拠点となる施設

④ 県民会館・公民館等 指定緊急避難場所又は指定避難所に指定して
いる施設

⑤ 体育館 指定緊急避難場所又は指定避難所に指定して
いる施設

⑥ 診療施設 地域防災計画に医療救護施設として位置づけ
られている施設

⑦ 警察本部、警察署等 全ての施設

⑧ 消防本部、消防署所 全ての施設

⑨ その他（上記以外） 指定緊急避難場所又は指定避難所に指定して
いる施設

調査結果3
（１）令和２年10月1日時点耐震率：95.1％（図1）
　令和２年10月１日時点で地方公共団体が所有又は管
理する防災拠点となる公共施設等は全国で18万5,472棟
（都道府県：22,022棟、市町村：163,450棟）あります。
このうち17万6,339棟の耐震性が確保されており、耐震
率は95.1％となります。前回調査が行われた平成30年
度末（94.2％）と比較すると、0.9ポイント上昇しました。
　なお、本調査における「耐震率」は、対象となる全棟
数に占める「耐震性が確保されている」棟数の割合です。
　「耐震性が確保されている」としたものは、次のとお
りです。
　①�　建築基準法が改正された昭和56年６月１日以降
の新耐震基準で建築された建築物

　②�　耐震診断の結果「耐震性能を有する」と診断され
た建築物　

　③　耐震改修整備を実施した建築物　
　調査を始めてからの耐震率の推移を示すと、図１のと
おりです。
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図1　防災拠点となる公共施設等の耐震率の推移

表２　施設別の耐震率（都道府県＋市町村）

 

 

 

（２）施設区分別の耐震率 

  耐震率を施設区分別にみると次のとおりです（括弧内は平成 31 年３月 31 日時点の数

値）。 

 

棟数等の詳細は、表２のとおりです。校舎・体育館など文教施設の耐震率が高く、県民

会館・公民館等の耐震率が比較的低い傾向にあります。 

なお、災害対策本部が設置される庁舎等の耐震率については、都道府県では 95.7％、

市町村では 83.9％であり、耐震性を有する施設を代替庁舎として指定しているものを含

めると都道府県では 100％、市町村では 98.4％となっています。 

 

 

 

 

 

１ 社会福祉施設      91.2%(89.8%) ６ 診療施設          93.9%(92.4%) 

２ 文教施設(校舎・体育館) 99.2%(98.9%) ７ 警察本部・警察署等  88.1%(87.0%) 

３ 庁舎                 88.2%(85.6%) ８ 消防本部・消防署所  93.9%(92.6%) 

４ 県民会館･公民館等      86.8%(85.2%) ９ その他              89.4%(87.9%) 

５ 体育館                 88.1%(86.6%)          

 

図 1 防災拠点となる公共施設等の耐震率の推移 

（２）施設区分別の耐震率（表２）
 

 

 

（３）耐震性が確保されている棟数の内訳（図２） 

耐震性が確保されている 17万 6,339棟の内訳は、次のとおりです。 

① 建築基準法が改正された昭和 56 年６月１日以降の建築確認を得て建築された

建築物…10万 1,717 棟 

② 昭和 56 年５月 31 日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の

結果「耐震性能を有する」と診断された建築物…2 万 9,231棟 

③ 耐震改修整備を実施した建築物…4万 5,391棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和２年10月１日現在）

改修の必要
がない棟数 改修済棟数

未改修の棟
数

A B X Y C D B+C+D=E Y/X E/A

1 社会福祉施設 18,766 11,859 6,907 6,241 3,453 1,811 977 666 17,123 90.4% 91.2%

2
文教施設
　　（校舎・体育館）

106,979 48,993 57,986 57,869 18,984 38,156 729 117 106,133 99.8% 99.2%

3 庁舎 9,227 5,388 3,839 3,617 1,227 1,522 868 222 8,137 94.2% 88.2%

4 県民会館・公民館等 17,371 11,871 5,500 4,720 1,921 1,286 1,513 780 15,078 85.8% 86.8%

5 体育館 4,909 3,174 1,735 1,532 544 605 383 203 4,323 88.3% 88.1%

6 診療施設 2,880 2,349 531 483 219 136 128 48 2,704 91.0% 93.9%

7 警察本部・警察署等 5,579 4,048 1,531 992 302 565 125 539 4,915 64.8% 88.1%

8 消防本部・消防署所 5,779 4,200 1,579 1,446 753 473 220 133 5,426 91.6% 93.9%

9 その他 13,982 9,835 4,147 3,523 1,828 837 858 624 12,500 85.0% 89.4%

185,472 101,717 83,755 80,423 29,231 45,391 5,801 3,332 176,339 96.0% 95.1%合　　計

施設名 全棟数
耐震済の棟

数
耐震診断実

施率
耐震率

S57年以降
建築の棟数

S56年以前
建築の棟数 耐震診断実

施棟数 耐震診断未
実施棟数

表２ 施設別の耐震率（都道府県＋市町村） 
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図２　耐震性が確保されている棟数の内訳

図３　�災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【都道府県】

 

     

 

４ 防災拠点となる公共施設等の耐震化に向けた取組み 

調査結果から、防災拠点となる公共施設等の耐震化は着実に進んでいることが分かり

ますが、依然として耐震性が確保されていない施設が見られることから、各地方公共団体

において、当該施設の耐震診断や診断結果に基づく耐震改修など耐震化の取組がより一

層推進されることが望まれます。 

消防庁では特に、消火、救急・救助活動の拠点となる消防本部・消防署所や、災害対策

本部が設置される庁舎について、災害時の地方公共団体の業務継続性確保の観点から、早

急に耐震化が進められるよう、地方公共団体の取組を支援していきます。 

 

調査結果の詳細につきましては、消防庁ホームページをご参照ください。 

「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果の公表」 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/#anchor--01 

 

 

図２ 耐震性が確保されている棟数の内訳 

 

      

（４）災害対策本部設置庁舎及びその代替庁舎の耐震状況（図３、図４） 

  災害対策本部設置庁舎の耐震率は都道府県で 95.7％、市町村で 83.9％となります。ま

た、同庁舎又はその代替庁舎が耐震化されている場合でみると、都道府県は 100％、市町

村は 98.4％となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３ 災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【都道府県】 

図４ 災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【市町村】 

（４）�災害対策本部設置庁舎及びその代替庁舎の耐震状
況（図３、図４）

　�災害対策本部設置庁舎の耐震率は都道府県で95.7％、

市町村で83.9％となります。また、同庁舎又はその代
替庁舎が耐震化されている場合でみると、都道府県は
100％、市町村は98.4％となります。

（３）耐震性が確保されている棟数の内訳（図２）
　耐震性が確保されている17万6,339棟の内訳は、次の
とおりです。
　①�　建築基準法が改正された昭和56年６月１日以降
の建築確認を得て建築された建築物…10万1,717棟

　②�　昭和56年５月31日以前の建築確認を得て建築さ
れた建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性能を有
する」と診断された建築物…2万9,231棟

　③　耐震改修整備を実施した建築物…4万5,391棟
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防災拠点となる公共施設等の耐震化に
向けた取組み4

　調査結果から、防災拠点となる公共施設等の耐震化は
着実に進んでいることが分かりますが、依然として耐震
性が確保されていない施設が見られることから、各地方
公共団体において、当該施設の耐震診断や診断結果に基
づく耐震改修など耐震化の取組がより一層推進されるこ
とが望まれます。
　消防庁では特に、消火、救急・救助活動の拠点となる
消防本部・消防署所や、災害対策本部が設置される庁舎
について、災害時の地方公共団体の業務継続性確保の観
点から、早急に耐震化が進められるよう、緊急防災・減
災事業債の対象事業を拡充するなど、今後も地方公共団
体の取組を支援していきます。

調査結果の詳細につきましては、消防庁ホームページを
ご参照ください。
「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果
の公表」
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/#anchor--01

図４　�災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【市町村】

 

      

（４）災害対策本部設置庁舎及びその代替庁舎の耐震状況（図３、図４） 

  災害対策本部設置庁舎の耐震率は都道府県で 95.7％、市町村で 83.9％となります。ま

た、同庁舎又はその代替庁舎が耐震化されている場合でみると、都道府県は 100％、市町

村は 98.4％となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３ 災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【都道府県】 

図４ 災害対策本部設置庁舎及び代替庁舎の耐震率【市町村】 

問合わせ先
　消防庁 国民保護・防災部 防災課
　TEL: 03-5253-7525

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/#anchor--01
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　去る令和３年９月28日（火）ニッショーホールにおいて、
第40回全国消防殉職者慰霊祭が挙行されました。昨年よ
りも更に参列者を限定するなど、新型コロナウイルス感染
症対策を徹底した上での式典となりました。
　全国消防殉職者慰霊祭は、消防の任務を遂行中に、不
幸にして尊い犠牲となられた全国の消防殉職者や消防協
力受難者の功績を称え、その御霊に深甚なる敬意と感謝の

総務課

第40回全国消防殉職者慰霊祭

献花する消防庁長官（総務大臣代理）追悼のことばを述べる消防庁長官（総務大臣代理）

第40回全国消防殉職者慰霊祭の様子

誠を捧げることを目的として、公益財団法人日本消防協会
の主催、消防庁の後援により毎年開催されています。
　当日は、大沢内閣官房内閣審議官（菅内閣総理大臣代
理）、内藤消防庁長官（武田総務大臣代理）が追悼のこと
ばを述べ、献花を行いました。
　また、消防庁からは石山総務課長が参列し、献花を行
いました。

問合わせ先
　消防庁総務課
　TEL: 03-5253-7521（直通）
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　救助をとりまく状況は変化を続けています。団塊の世
代の大量退職により職員の若返りが急速に進み、教育訓
練のノウハウや指導方法の知識・経験が不足している状
況にあります。また、救助経験のベースとなる火災が減
少する一方で、救助活動全体は依然として増加傾向にあ
り、救助の場面も多様化し、状況に応じた適切な救助手
法の選択・判断が求められています。

国民保護・防災部参事官

「多様化する救助事象に対応する救助体制のあり方に
関する高度化検討会（救助人材育成）」の開催

１．背景　（救助隊員の若返り、救助活動
の多様化、自然災害の増加）

　そして、近年は災害が頻発化・激甚化し、消防本部単
独の対応力を超えてしまう状況も多く、消防の広域応援、
さらには関係機関等との連携が求められる場面が増えて
います。最近でも、令和３年７月に発生した静岡県熱海
市における土石流災害において、消防、警察、自衛隊、
海上保安庁が全国から応援に駆けつけ、連携して救助に
当たりました。

　毎年度開催している救助技術の高度化等検討会につい
て、令和３年度後半から令和４年度は、救助に携わる「人

（救助人材）」に焦点を当てて開催します。

（熱海消防署で関係機関が集合し合同調整会議を行う様子）

Ⅱ－第０４表　年齢別消防吏員数
消防吏員
計

19歳以下
20歳～29
歳

30歳～39
歳

40歳～49
歳

50歳～59
歳

60歳以上
年齢合計 
（歳）

平均年齢 第６図との整合チェック

平成23年 157,784 2,625 37,914 42,477 29,258 44,503 1,007 6,272,590 39.8 #REF!
平成24年 158,194 2,551 40,233 42,260 29,778 42,346 1,026 6,230,715 39.4 #REF!
平成25年 158,905 2,793 42,219 41,820 30,899 39,982 1,192 6,192,703 39.0 #REF!
平成26年 159,787 3,017 43,898 41,112 32,516 37,377 1,867 6,171,805 38.6 #REF!
平成27年 160,649 3,034 45,176 40,141 34,902 35,142 2,254 6,160,221 38.3 #REF!
平成28年 161,618 3,076 45,972 40,261 36,843 32,956 2,510 6,157,333 38.1 #REF!
平成29年 162,375 2,878 45,844 41,204 38,564 30,871 3,014 6,179,007 38.1 #REF!
平成30年 163,369 2,731 45,538 42,665 39,571 29,836 3,028 6,212,747 38.0 #REF!
平成31年 163,907 2,612 44,837 44,330 40,403 28,601 3,124 6,232,538 38.0 #REF!
令和2年 165,044 2,612 43,965 45,818 41,006 27,725 3,918 6,296,455 38.2 #REF!
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平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年

年齢別消防吏員数及び平均年齢の推移

19歳以下 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳

50歳～59歳 60歳以上 平均年齢

H31 H30

火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計 火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計
令和元年 4074 13160 26981 17125 61340 29 4049 14665 22749 14852 56315

26 4389 15096 22643 14567 56695 24 4797 16080 21383 13843 56103
21 6140 16310 17212 13452 53114 19 6488 17287 16659 11749 52183
16 6403 22114 14608 13263 56388 14 6429 20778 12364 10843 50414

平成11年 6692 19669 6902 9285 42548 平成9年 6750 17570 4018 6712 35050

火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計 火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計 火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計 火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計
令和元年 0.4074 1.316 2.6981 1.7125 61340 令和元年 0.4074 1.316 2.6981 1.7125 61340 29 0.4049 1.4665 2.2749 1.4852 56315 29 0.4049 1.4665 2.2749 1.4852 56315

26 0.4389 1.5096 2.2643 1.4567 56695 26 0.4389 1.5096 2.2643 1.4567 56695 24 0.4797 1.608 2.1383 1.3843 56103 24 0.4797 1.608 2.1383 1.3843 56103
21 0.614 1.631 1.7212 1.3452 53114 21 0.614 1.631 1.7212 1.3452 53114 19 0.6488 1.7287 1.6659 1.1749 52183 19 0.6488 1.7287 1.6659 1.1749 52183
16 0.6403 2.2114 1.4608 1.3263 56388 16 0.6403 2.2114 1.4608 1.3263 56388 14 0.6429 2.0778 1.2364 1.0843 50414 14 0.6429 2.0778 1.2364 1.0843 50414

平成11年 0.6692 1.9669 0.6902 0.9285 42548 平成11年 0.6692 1.9669 0.6902 0.9285 42548 平成9年 0.675 1.757 0.4018 0.6712 35050 平成9年 0.675 1.757 0.4018 0.6712 35050

火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計 火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計 火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計 火災 交通事故建物等による事故他(左記以外) 計
令和元年 6.6% 21.5% 44.0% 27.9% 100.0% 令和元年 0.066416694 0.214541898 0.439859798 0.279181611 61,340件 29 7.2% 26.0% 40.4% 26.4% 100.0% 29 0.071899 0.26041 0.40396 0.263731 56,315件

26 7.7% 26.6% 39.9% 25.7% 100.0% 26 0.077414234 0.266266867 0.399382662 0.256936238 56,695件 24 8.6% 28.7% 38.1% 24.7% 100.0% 24 0.085503 0.286616 0.381138 0.246743 56,103件
21 11.6% 30.7% 32.4% 25.3% 100.0% 21 0.115600407 0.307075347 0.324057687 0.253266559 53,114件 19 12.4% 33.1% 31.9% 22.5% 100.0% 19 0.124332 0.331276 0.319242 0.22515 52,183件
16 11.4% 39.2% 25.9% 23.5% 100.0% 16 0.113552529 0.39217564 0.259062212 0.235209619 56,388件 14 12.8% 41.2% 24.5% 21.5% 100.0% 14 0.127524 0.412147 0.245249 0.215079 50,414件

平成11年 15.7% 46.2% 16.2% 21.8% 100.0% 平成11年 0.157281188 0.462277898 0.16221679 0.218224123 42,548件 平成9年 19.3% 50.1% 11.5% 19.1% 100.0% 平成9年 0.192582 0.501284 0.114636 0.191498 35,050件

事故種別の救助活動件数と構成比の５年ごとの推移
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27.9%
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61,340件
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42,548件
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令和元年

26

21

16

平成11年

火災 交通事故 建物等による事故 他(左記以外)

（単位：万件）

手順

①に実数値を入れてください。→②③に割合が表示されます。

割合（幅）

②をコピーして③に数値のみの貼り付けを行ってください。

貼付けは形式選択から「数値」を選択

データラベルの割合

④をコピーして⑤に数値のみ貼付けしてください。

貼付けは形式選択から「数値」を選択

データラベル名、年

④

②

④

①

②
③

⑤

２．主な検討内容

上記のような課題に対応していくため、検討会では主に
以下のような事項を検討する予定です。
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問合わせ先
　消防庁国民保護・防災部
　参事官付救助係
　田中補佐、宮嶋係長、岡田事務官
TEL: 03-5253-7507

３．検討会の構成

４．検討会のスケジュール

　検討会には、人材育成に精通されている有識者、大規
模災害等の救助活動で実際に連携する実働機関等、消防
機関にご参加いただく予定で調整中です。

・第１回　令和３年　１１月下旬：WEB開催（予定）
・第２回　令和４年　　１月下旬：WEB開催（予定）
・第３回以降　令和４年度　４回（予定）

討を行います（教育訓練モデル動画（訓練実施者/指導
者向け）の作成を想定）。

（３）関係機関連携
　熱海市土石流災害を振り返りつつ、他機関連携時の効
果的な救助・捜索活動、活動調整要領等の実効性向上策、
それを発揮する中核人材の育成・教育手法を検討します。
あわせて、関係機関による実務者検討会も開催し、来年
の出水期までに活動調整要領をまとめる予定です。

（１）効果的な教育体制の構築
　救助隊員の若返りが進む中で、教育訓練ノウハウや指
導方法が不足・共有されていない状況を踏まえて、効果
的な教育体制づくりを検討します（教育訓練ガイドライ
ンの作成（指導要領）の作成を想定）。

（２）中核人材の育成
　救助活動の指揮、訓練の計画等を担う隊長・指揮官レ
ベル（中核人材）が、実働、人材育成について重要な役
割を担うことから、中核人材の育成のあり方について検

有識者 関係機関 消防
小林恭一　東京理科大学教授
小松原明哲  早稲田大学教授
中西美和　慶應義塾大学教授
山崎洋史　仙台白百合女子大学教授

内閣府防災
警察庁
国土交通省
防衛省
海上保安庁

静岡市消防局
熱海市消防本部
東京消防庁
札幌市消防局
姫路市消防局
松本広域消防局
全国消防長会
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１．はじめに
　梅雨前線の影響による大雨や台風の日本列島への接
近・上陸は、しばしば日本列島に土砂災害、河川の氾濫、
低い土地の浸水等大きな被害をもたらしています。また、
近年は短時間強雨の回数が増加傾向にあり、短時間で局
地的に非常に激しい雨が降ることにより、中小河川の急
な増水が引き起こされ、被害を生じさせています。
　令和２年７月豪雨では道路が冠水した地域や土砂災害
現場等、通常の消防車両では進出が困難な現場も多く、
活動に支障を来しました。
　消防庁では、このような経験を踏まえ、冠水地域にお
いて円滑に消防活動が果たせるよう全国に２台目となる
「大型水陸両用車及び搬送車」を配備することとしまし
たので、その概要を紹介します。

２．大型水陸両用車及び搬送車
（1）車両概要
　今回広域応援室で調達した大型水陸両用車は、水深に
関わらず水上航行が可能であり、悪天候、悪路において
高い走破性を有した車両です。運転手を除いた１３名が
搭乗可能で、道路冠水による孤立地域における救助活動
の輸送力の強化が見込まれています。
　車両運転区分は大型特殊自動車で、水上航行には二級
以上の小型船舶操縦士免許が必要です。

（2）配備先等
　本車両は、消防庁が消防組織法第50条（国有財産等
の無償使用）に基づき、今後発生が懸念される南海トラ
フ地震や頻発化する大規模風水害等への即応体制を考慮
し大阪府の大阪市消防局に配備しました。大阪市消防局
により愛称が募集されています。（令和３年１０月２５
日現在）
（3）資機材等
　津波・風水害等の被害状況を考慮し、対応可能な資機
材を選定し、配備車両と同時に納入しました。

緊急消防援助隊車両（大型水陸両用車及び搬送車）
の配備について

広域応援室

大型水陸両用車

水上航行のようす

大型水陸両用車主要諸元
全長 7,870mm
全幅 1,980mm
全高 2,540mm
車両総重量 7,030kg
乗車定員 14名
総排気量 2,990cc
最高速度 [陸上]65km/h[水上]3.5km/h
最大登坂能力 31度
最小回転半径 6.5m
最高出力 170馬力
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問合わせ先
　消防庁国民保護・防災部広域応援室 計画係
　TEL: 03-5253-7527

３．おわりに
　この大型水陸両用車は、既に配備されている中型水陸
両用車、津波・大規模風水害対策車と同様に、通常の消
防車両では進出が困難な冠水地域等における活動能力向
上を図るために配備されたものです。
　今後配備先消防本部において、車両・資機材の取扱の
習熟が図られると共に、このような配備の趣旨を御理解い
ただき、大規模風水害等発生時における緊急消防援助隊
出動時には、大型水陸両用車が積極的に活用され、より
効果的な人命救助活動が出来ることを期待しています。

同時納入資機材一覧
救助用ボート 1式
ライフジャケット（PFD) 15着
胴付長靴 10着
スローバッグ 5個
救助用伸縮棒 1本
潜水救助器具一式 5セット
遠隔操作型救命浮環 1機
災害対策用可搬式コンベア(2m,3m） 各2台
不整地走行補助板 1式
特定小電力トランシーバー 5台
フローティング担架 1式
ストレッチャー（樹脂製） 1式

●救助用ボート
　�排水に優れ、急流河川
での救助に適したラフ
ティングボート。

●遠隔操作型救命浮環
　�リモート操作により、要救助者
へのアプローチが可能な自走式
救命浮環。

●フローティング担架
　�水抜きの良いメッシュ構造で
フレームにフロートを備える
ことで浮力を有している。

●胴付長靴
　�つま先の保護と釘等の踏み抜き防止処理
されたもの。

【主な資機材の特長】

●不整地走行補助板
　�不整地・泥濘地・砂地に敷設す
ることで仮設道路を形成でき
る。部材の組み合わせが可能。

●災害対策用可搬式コンベア
　�土砂災害現場など、人力で
土砂を搬出することが難し
い現場において、自動で土
砂を搬送する。複数台での
連結稼働が可能。

搬送車積載状況
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　当消防本部では、新型コロナウィルス対策の徹底を図
り、救急隊45名を対象とした病院前周産期救急訓練を実
施しました。
　令和2年版消防白書の年齢区分別搬送人員構成比率で
は、新生児の搬送件数は全体の0.2%であり、当消防本部
の昨年の件数からすると、約14件に相当します。
この訓練では、簡易的な分娩介助資器材を作成し、分娩
介助とその後の新生児の評価やNCPR訓練を実施しまし
た。
　各隊員、熱心に訓練に
取り組み、病院前での周
産期救急に備えていま
す。

　阪神・丹波MC協議会に属する消防本部（９市１町※）は、
２か月に１度行われる阪神・丹波地域MC協議会の事後検証
委員会を「医師が参加する研修会」と位置づけ、各本部（各
消防署等）においてリモートで傍聴しています。これにより、
広範囲の地域、複数の消防本部からなる当地域のMC協議会
において、コロナ禍にあっても研修（再教育）の機会を確保
し、受講者数を大幅に増やすことが可能となっています。
　今後も、各本部の指導救命士をはじめとした指導的立場に
ある多くの救急救命士たちがMC協議会に参画することがで
きる機会を設け、消防本部間の連携を図ることでMC体制の
強化につなげていきます。

※西宮市、尼崎市、芦屋市、
伊丹市、宝塚市、川西市、
三田市、丹波篠山市、丹
波市、猪名川町

　柏市消防局では、令和３年７月７日に市内体育館を使
用し、東京オリンピック・パラリンピックで懸念される
テロ災害に備える特殊災害（化学テロ）対応訓練を実施
しました。
　バスケットボールの試合中に何者かによりサリンが撒
かれ複数の観客が負傷、神経剤解毒剤自動注射器を使用
し救出、毒劇物に汚染された傷病者の除染や応急処置を行
う訓練を実施しました。
　神経剤解毒剤自動注射器を使用した大規模訓練は初と
なり、今後も継続的
にテロ災害発生時に
おける対応力強化を
図ってまいります。

　令和３年８月２７日（金）に総務省消防庁女性消防吏員
活躍推進アドバイザーの巽真理子氏を講師にお招きし、「み
んなが働きやすい職場になるために」等をテーマに職員約
120名が職場集合研修を受講しました。
　本研修は、対面講義とWEB会議システムを活用して、
各消防署に配信するオンライン講義を同時に進めるハイブ
リッド方式で実施され、全職員にとってニューノーマルな
研修方式でしたが、風通しの良い職場環境の醸成に向けて
理解と知識を深めることができました。

令和３年度職場集合研修をハイブリッド方式
で実施

東大阪市消防局

阪神・丹波地域MC協議会事後検証委員会
リモート研修の実施

西宮市消防局

兵
庫
県

福
岡
県

神経剤解毒剤自動注射器を使用した特殊
災害訓練を実施

柏市消防局

大
阪
府

病院前周産期救急訓練

筑紫野大宰府消防本部

千
葉
県
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　事例討議において
は、所属する消防団
の取り組みや様々な
課題等について発表
し、意見交換がなさ
れました。
　他の地域の実情や
取り組みを聞くこと
により様々な点から
思考する機会となり
ました。

　研修を終えた学生
からは「各消防団の
特徴や課題が聞けて
良かった」「協会長、
消防庁長官の方々の
講話と、地元の問題
定義を話せて良かっ
た」等の意見が多く
挙げられ、更には学
生相互の情報交換に
より、学生全員から
「大いに相互啓発の
場になった」との回
答を得ました。
　今後、消防大学校
で修得した知識・技術をそれぞれの地域で発揮され、地
域住民の負託にこたえるとともに、消防団の発展に向けて
大いに活躍されることを期待しています。

　消防大学校では、消防団の上級幹部に対し必要な知識
及び能力を修得させることを目的として、総合教育「消防
団長科」の教育訓練を実施しています。
令和3年度は、第79回（9月13日から9月17日まで）と第
80回（11月8日から11月12日まで）の教育訓練を予定して
おり、先般実施した第79回では13名の学生が5日間（教育
時間30時間）の教育訓練を修了し卒業されました。

　消防団長科の受講者は、各地域において消防団の災害
活動及び運営に携わる一般職の方々です。日常はそれぞ
れの仕事に携わりながら消防団の活動に従事されており、
新型コロナウイルスの感染拡大が危惧される中、消防団の
さらなる発展のためにと、全国各地から入校を希望され地
域性の異なる方々が共に学ぶ場となりました。

　講義では、近年の消防団情勢や災害事例に関する講義
のほか、校外研修では日本消防協会の秋本会長による消
防団幹部としてのあり方や消防団活動の多様化、体制強
化についてのお話を伺い、あらためて地域が求める消防団
の姿や自らの職責について認識しました。
　また、消防庁では長官講話を始め、消防庁幹部による
最新の消防団情勢に関する講義のほか、消防団を中核と
した地域防災力の充実強化に向けた重点取り組み事項に
対するポイント、現在の消防団の現状による課題と対策や
災害時の活動事例、さらには、加入促進や処遇改善、財
政措置、安全管理等について説明がありました。

　実科訓練として、指揮シミュレーションでは図上訓練等
を実施し、消防団幹部が知るべき常備消防との連携や団
員の安全管理、そして災害現場全体を見ることの重要性
を理解しました。また、実火災体験型訓練では実際に火
を燃やし火炎の成長過程やフラッシュオーバー発生前の
兆候など火災の性状について学びました。
　そのほか、他の講師からは女性消防団員に出来る活動
や訓練、そして考えなければならない課題、また、団員獲
得にも資するスピーチトレーニングの講義など、新しい時
代に即した消防団のあり方を学びました。

消防団長科における教育訓練

日本消防協会会長による講義

指揮シミュレーション訓練

実火災体験型訓練

問合わせ先
　消防大学校教務部
　TEL: 0422-46-1714



消防の動き '21 年 11月号   - 25 -

問合わせ先
　消防大学校調査研究部
　TEL: 0422-46-1713

　消防大学校では、消防本部等における消防防災体制の
強化のための知識・技術の向上に資するために、「消防研
修」を昭和40年（1965年）10月に創刊、毎年２回発行し、
各都道府県、消防学校、消防本部等に配布しています。
消防研修第110号は、「東日本大震災から10年」を特集テー
マにしました。
　平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）は、死者・行方不明者22,303人（令和
３年３月９日現在、消防庁調べ）を記録する未曾有の災
害となりました。
　この東日本大震災を契機として、災害対策基本法（昭
和36年法律第223号）の複数回にわたる改正をはじめと

する災害対策法制の見直しが行われており、国や地方公
共団体の危機管理・防災に係る取組は、この10年で大き
く変化しています。
　今回の消防研修では、緊急消防援助隊の活動における
受援側・応援側の課題、行政職員による被災地支援、被
災地住民の生の声、被災地における住民の集団移転等、
東日本大震災からの復興に向けた地方公共団体や関係機
関の各種取組や大規模災害に対する今後の課題を取り上
げました。
　消防研修最新号は、消防大学校ホームページにも掲載
しています。

消防研修第１１０号（特集：東日本大震災から
10年）の発行

●巻頭言 「大震災から10年を迎えて」
　　消防庁総務課長　石山　英顕

● 「東日本大震災の教訓を踏まえての応援・受援体制のあり方について　３・
11東日本大震災から10年が経過して」

　　新潟市消防局長　小林　佐登司

● 「東日本大震災から10年を振り返って…ともに前へ歩んできた仙台市の
姿」

　　仙台市消防局警防部長　早坂　和浩

●「東日本大震災における被災地の復興と現実」
　　元石巻市総務部危機対策課事業推進官　木村　　伸

●「東日本大震災―消防現場の方々から学んだこの10年―」
　　常葉大学社会環境学部　大学院環境防災研究科教授　重川　希志依

●「東日本大震災の行政職員による被災地支援」
　　神戸学院大学現代社会学部社会防災学科教授　松山　雅洋

● 「地方公共団体向け調査の結果からみる東日本大震災後の地震・津波対策
の取組みについて」

　　消防庁国民保護・防災部防災課震災対策係長　鈴木　　翼

●「東日本大震災以降の原子力施設の火災防護対策」
　　原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部
　　原子力規制企画課火災対策室長　守谷　謙一

●「大船渡市における東日本大震災からの復興」
　　岩手県大船渡市企画政策部企画調整課課長補佐　伊勢　徳雄

●「『宮城県学校防災体制在り方検討会議報告書』について
　　宮城県教育庁参事兼保健体育安全課長　鈴木　秀利

●「東日本大震災の教訓を踏まえた消防航空応援のあり方」
　　仙台市消防局太白消防署警防第二担当課長　菅原　道彦

●「東松島市の震災復興と住民主導の集団移転」
　　東松島市復興政策部復興政策課復興政策係長　川口　貴史

●「福島市消防団の新しい形～東日本大震災から10年～」
　　福島市消防本部消防総務課消防係長　佐久間　真

消防研修第１１０号（特集：東日本大震災から10年）の主な掲載内容
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最近の報道発表（令和3年9月21日～令和3年10月20日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜救急企画室＞

3.9.29 令和３年８月の熱中症による救急搬送状況 熱中症による救急搬送人員について、令和３年８月の確定値を取りまとめましたので、その概
要を公表します。

＜予防課＞

3.10.15 消防防災科学技術研究推進制度の令和４年度研究開
発課題の募集

消防庁では、近年の自然災害の増加、少子高齢化、社会資本の老朽化等を踏まえ、消防防災分
野における課題解決や重要施策推進に資するため、消防防災科学技術研究推進制度（競争的資
金）により研究開発を推進しています。
この度、令和４年度の研究開発課題を募集しますので、公表します。

＜危険物保安室＞

3.10.1 「令和４年度危険物安全週間推進標語」及び「令和
３年度危険物事故防止対策論文」の募集

消防庁では、危険物を取り扱う事業所における自主保安体制の確立を図り、危険物の保安に対
する意識の高揚及び啓発を推進するため、「令和４年度危険物安全週間推進標語」及び「令和
３年度危険物事故防止対策論文」を募集します。

＜広域応援室＞

3.10.4 令和３年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の
実施

緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災を教訓に平成７年６月に創設され、平成23年東日本大震災、
平成30年７月豪雨、令和元年東日本台風、令和２年７月豪雨、令和３年静岡県熱海市土石流災
害など、26年間で計43の災害に出動し、国民の期待に応えるべく、活動してきたところです。
消防庁では、緊急消防援助隊の消火・救急・救助技術や指揮・連携活動能力等の向上を図るため、
平成８年度から全国を６ブロックに分け、都道府県及び市町村の協力を得て緊急消防援助隊地
域ブロック合同訓練を実施しています。
令和３年度は、コロナ禍であってもできる範囲での訓練を計画し、受援都道府県及び被災地消
防本部の受援力強化を図るとともに、近年発生した災害を踏まえた実践的な訓練による災害対
応能力の更なる強化を行います。

＜消防研究センター＞

3.9.24 令和３年度消防防災科学技術賞受賞作品の決定

この度、令和３年度「消防防災科学技術賞」の受賞作品を決定しました。
本表彰制度は、消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学に関する論文及び原因調査に関す
る事例報告の分野において、優れた業績をあげた等の個人又は団体を消防庁長官が表彰するこ
とにより、消防科学技術の高度化と消防防災活動の活性化に資することを目的として、平成９
年度から実施しています。
令和３年度においては、全国の消防機関、消防団、消防機器メーカー等から総計87 編（消防
防災機器等の開発・改良46 編、消防防災科学論文22 編、原因調査事例19 編）の応募があり、
選考委員会（委員長 山田實 元横浜国立大学リスク共生社会創造センター客員教授）による厳
正な審査の結果、26編を受賞作品として決定しました。

/pressrelease/houdou/items/210929_kyuki_01.pdf
/pressrelease/houdou/items/211015_yobou01.pdf
/pressrelease/houdou/items/5c051a2985fd20cb560e5d48cf1bcb58696e828e.pdf
/pressrelease/houdou/items/209d55b54fee1279fe88317b18192cc063064a63.pdf
/pressrelease/houdou/items/210924_syouken_1.pdf
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最近の通知（令和3年9月21日～令和3年10月20日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

事務連絡 令和3年10月7日 各都道府県消防防災主管部(局) 消防庁救急企画室 消防機関における救急救命士の行う救急救命処置の事故防止の徹底
について

消防広第259号 令和3年10月6日 都道府県消防防災主管部長 消防庁広域応援室長 緊急消防援助隊に係る応援等実施計画の充実について（通知）

事務連絡 令和3年10月1日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室 今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応
する保健・医療提供体制の整備への対応について

事務連絡 令和3年10月1日 各都道府県消防防災主管部（局）

消防庁消防・救急課
消防庁救急企画室
消防庁国民保護・防災部
地域防災室
消防庁国民保護・防災部
広域応援室

新型コロナワクチンの追加接種について

事務連絡 令和3年9月27日
各 都道府県・保健所設置市・特別区
防災担当主管部（局）
衛生主管部（局）

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（避難生活担当）
消防庁国民保護・防災部
防災課
厚生労働省健康局結核感染症課

令和３年７月及び８月に発生した大雨等における対応や新型コロナウ
イルス感染症の現下の状況を踏まえた今後の避難所における新型コ
ロナウイルス感染症対策等について（周知）

消防消第366号
消防予第471号
消防危第214号
消防特第185号

令和3年9月21日 各都道府県知事
各政令指定都市市長 消防庁次長

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項
の表ＰＦＯＳ又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤
及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 の一部を改正す
る省令 」の公布について（通知）

広報テーマ
12　月

①消防自動車等の緊急通行時の安全確保に
対する協力の促進

②ストーブ火災の注意喚起
③雪害に対する備え

消防・救急課

予防課
防災課

11　月

①秋季全国火災予防運動
②津波による被害の防止
③女性防火クラブ活動の理解と参加の
呼び掛け
④正しい119番通報要領の呼び掛け
　《11月９日は「119番の日」》

予防課
防災課
地域防災室

防災情報室

報道発表

通知等

報道発表・通知

/laws/tutatsu/items/211007_kyuki_jimu01.pdf
/laws/tutatsu/items/6f4ffc88cc9793db70f305eed09f63d74e58af61.pdf
/laws/tutatsu/items/jimurennraku.pdf
/laws/tutatsu/items/shokyu211001.pdf
/laws/tutatsu/items/210927_bousai_jimu2.pdf
/laws/tutatsu/items/210921_syoukyu_yobou_kiho_tokusai_1.pdf


消防の動き '21 年 11 月号   - 28 -

令和 ３年 11 月９日（ 火）から 15 日（ 月）まで
秋季全国火災予防運動を実施します！

予防課
　消防庁では、空気の乾燥や、暖房器具の使用などによ
り、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予
防思想の一層の普及を図り、火災による死傷者の発生や
財産の損失を防ぐことを目的として、「119番の日」で
ある11月9日から15日まで（一部地域を除く。）の7日間
にわたり、秋季全国火災予防運動を実施します。
　全国火災予防運動は毎年春・秋の2回実施しており、今
年度は「おうち時間 家族で点検 火の始末」を全国統一防
火標語とし、消防署や消防本部などで様々な取組が行わ
れます。この機会に、防火への正しい知識や技能を修得し、
家族や友人にも声をかけ、火災の予防に努めましょう。

　令和2年中の住宅火災の件数は総出火件数の約3割です
が、住宅火災による死者数は総死者数1,321人のうち862
人と約7割を占めています。住宅火災による死者の発生防
止対策をまとめた「住宅防火いのちを守る10のポイント
～ 4つの習慣・6つの対策～」を参考に身の回りの火災予
防対策を確認しましょう。
※火災件数等にあっては概数値
　10のポイントはこちらで確認 →

　住宅用火災警報器については、すべての住宅で設置が
義務化され、その結果、住宅火災による死者数が減少す
るなどの効果が現れています。住宅用火災警報器の維持
管理に当たっては、今後その多くが設置後10年を迎え、
電池切れ等により火災時に適切に作動しなくなることが
懸念されています。火災予防運動期間中の点検の実施を
行うよう習慣づけ、電池切れや故障が確認された場合は 
交換しましょう。また、消防庁では本体交換の際に、付

加的な機能（連動型、屋外への警報機能など） を併せ持
つ機器への交換も推奨しています。

　地震火災を防ぐためには、家具類の転倒防止や安全装置
などを備えた火気器具の普及を推進するなどの出火防止対
策に加え、住宅用火災警報器、住宅用消火器、エアゾール
式簡易消火具などの設置といった火災の早期覚知・初期消
火対策、さらには地域の防災訓練や自主防災組織への参加
といった 、地域ぐるみの防火対策が重要です。

問合わせ先
　消防庁予防課
　TEL: 03-5253-7523

住宅防火対策

住宅用火災警報器（住警器）の維持管理

地震火災の防止

　この秋季全国火災予防運動に合わせて、「たばこ火災防止
キャンペーン」（一般社団法人日本たばこ協会主催）も実施
されます。「たばこ」を原因とした火災で多くの死者が発生し
ています。喫煙者の方は絶対に寝たばこはせず、ご家族に喫
煙者がいる方は、寝たばこをしないよう声かけをしましょう。

たばこ火災の防止
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　消防庁では、危険物を取り扱う事業所における自主保安体制の確立を図り、危険物の保安に対する意識の高揚
及び啓発を推進するため、「令和４年度危険物安全週間推進標語」及び「令和３年度危険物事故防止対策論文」を
募集します。

　令和2年度の危険物施設における事故発生件数は562
件と、引き続き高い水準で推移しており、消防庁では、
事故の発生防止に積極的に取り組んでいます。このよう
な危険物の事故防止対策を推進するため「危険物事故防
止対策論文」を募集します。

募集期間
　令和3年10月１日（金）～令和4年１月31日（月）

表　　彰　　
⑴　消防庁長官賞（２編以内）
　　賞状及び副賞（20万円）
⑵　危険物保安技術協会理事長賞（２編以内）
　　賞状及び副賞（10万円）
⑶　奨励賞（若干名）
　　賞状及び副賞（２万円）

※危険物安全週間推進標語及び危険物事故防止対策論文
の各賞の表彰式は、危険物安全週間中に東京で開催され
る危険物安全大会において行う予定です。
　募集要項等の詳細は、消防庁ホームページ報道発表資
料を御覧ください。

（https://www.fdma.go.jp/）

　消防庁では、毎年6月の第2週を「危険物安全週間」と
し、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を全国的
に推進しています。この「危険物安全週間」を推進し、
危険物の保安に対する意識の高揚を図るため、「危険物
安全週間推進標語」を募集します。

募集期間
　令和3年10月１日（金）～令和3年12月10日（金）

表　　彰
⑴　最優秀作（１点）
　　消防庁長官賞及び副賞（20万円）
⑵　優秀作（１点）
　　全国危険物安全協会理事長賞及び副賞（10万円）
⑶　優良作（10点） 
　　記念品

　最優秀作は危険物安全週
間推進ポスターに活用する
予定です。
　令和4年度のポスターモ
デルは、第52回全日本弓道
選手権大会初出場で初優勝
を成し遂げられた 村川春圭
さんを予定しています。

「令和４年度危険物安全週間推進標語」及び
「令和３年度危険物事故防止対策論文」の募集

危険物保安室

村川 春圭 さん

問合わせ先
　消防庁危険物保安室 企画係　竹村・小川・田部
　TEL: 03-5253-7524

１ 令和４年度危険物安全週間推進標語 ２ 令和３年度危険物事故防止対策論文

https://www.fdma.go.jp/
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　平成23年３月に発生した東日本大震災をはじめ、我
が国はこれまで幾多の大地震とそれに伴う巨大な津波に
よる被害を受けてきました。今後も、南海トラフ地震等
による津波被害の発生が懸念されています。
　津波による被害を防ぐため、強い揺れや、弱くても長
い揺れがあった場合には、直ちに、津波災害に対応した
指定緊急避難場所や高台などの安全な場所へ避難するこ
とが重要です。
　消防庁では、今年度の災害対策基本法の改正を受け見
直された、津波からの避難の発令基準例等を含む「避難
情報に関するガイドライン」も参考にして、都道府県及
び市町村に対して、次のことを要請しています。
・津波による被害を軽減するための指定緊急避難場所、
津波避難タワー等の整備を適切に行うこと

・津波発生時の避難は原則徒歩によるが、自動車により
避難せざるを得ない場合が想定される場合には、避難
者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策を検討す
ること

・津波警報、津波注意報等の住民への適切な伝達手段を
確保すること

・避難指示の発令基準を適切に設定すること
・具体的かつ実践的な津波避難訓練を行うよう努めること

　また、津波による被害を防止するためには、いざとい
うとき津波から円滑に避難することができるよう、住民
がそれぞれの津波避難の方法等を検討しておくことも重
要です。
　実際に避難行動をとる住民一人ひとりが、「自分の命
は自分で守る」といった自覚を持ち、日頃から津波避難
訓練等を通じて防災意識の向上を図り、強い揺れや弱く
ても長い揺れがあった場合には、直ちに海辺から離れ、
急いで安全な場所へ避難するという行動をとることが重
要です。

津波による被害の防止

防災課

問合わせ先
　消防庁 国民保護・防災部 防災課
　TEL: 03-5253-7525

津波避難誘導標識システムによる記載例

津波による災害の防止
地震が発生した時は「直ちに海浜から離れ、急いで安全な
場所へ避難する」ことが重要です。
→「自分の命は自分で守る」といった津波防災意識を高く
　  もち住民一人ひとりが主体的に行動することが大切です。
※地震発生後、短時間で津波が沿岸部に到達する可能性があります。

「警報を聞いたら逃げる」「揺れたら逃げる」

津波避難場所



消防の動き '21 年 11月号   - 31 -

女性防火クラブの活動の紹介と参加の呼び掛け

地域防災室

　女性防火クラブは、家庭での火災予防の知識の習得、地
域全体の防火意識の高揚などを目的に地域で活動している
組織です。令和２年４月１日現在、全国で7,630団体、約
114万人のクラブ員の皆さんが熱心に活動されています。

女性防火クラブを中心とした防火防災訓練
（栃木県那須塩原市）

【第25回（令和２年度）防災まちづくり大賞受賞】

女性防火クラブの活動

連携によるメリット 問合わせ先
　消防庁地域防災室　米山
　TEL: 03-5253-7561

や情報交換により一層の充実が期待されており、現在、
43道府県において女性防火クラブの連絡協議会が設立
され、クラブ間の意見交換や合同研修など様々な交流が
行われています。
　また、地域防災を担う消防団や自主防災組織、民生委
員や社会福祉協議会などの地域の関係機関・団体との連
携を深めることも重要であることから、合同での防災訓
練や意見交換など、日頃から顔の見える関係づくりを行
うことで、いざという時のスムーズな協力体制の構築が
図られています。

　女性防火クラブの活動は、他の地域のクラブとの連携

　女性防火クラブは地域の防火・防災について重要な役
割を担っており、火災や地震等の災害発生時には、地域
に根ざした女性の方々による活動が非常に大きな力とな
ります。
　「自分たちの地域は自分たちで守る」という信念と連
帯意識の下、火災や災害に強い安心・安全なまちづくり
のため、より多くの方々に女性防火クラブの活動を知っ
ていただくとともに、積極的に参加していただきたいと
考えています。

活動の活性化に向けて

　女性防火クラブの主な活動の一つが火災予防への取組
です。地域住民や児童・生徒などに対する火災予防知識
や防炎製品の普及啓発を始め、消火器の取扱訓練など実
演を通して、火災予防技術の向上に貢献しています。特
に、住宅用火災警報器の設置や維持管理では、イベント
を通じた呼び掛けや地域において住宅用火災警報器を共
同購入するなど、積極的な活動が実施されています。
　また、地域の防災に関する取組においても幅広い活動が
行われています。平常時には、地震時の家具転倒防止に関
する知識の普及啓発、応急救護訓練の実施、消防団等と連
携した地域の防災訓練への参加等が行われています。
　他方、災害発生時には、避難誘導、避難所における炊
き出し支援等が実施されており、家庭や地域の防災力向
上に大きく貢献しています。東日本大震災においても、
避難所での炊き出し支援や被災地への義援金・支援物資
の提供等の支援活動が各地のクラブで行われました。ま
た、平成28年熊本地震においても、避難所における炊
き出し等の支援が行われました。
　さらに、災害発生時の避難などの際に支援が必要とな
る避難行動要支援者に配慮した地域づくりの一環とし
て、避難行動要支援者宅への日常の家庭訪問による防災
点検や、災害時の避難誘導（そのための日頃からの訓練）
なども実施されています。
　こうした活動は地域コミュニティの活性化にも繋がる
ことが期待されることから、クラブ員の皆さんの知識・
経験やネットワークを活かした支援活動に対して、大き
な期待が寄せられています。
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　消防団は、「自らの地域は自らで守る」という精神に
基づき、地域で発生した火災に対応するだけでなく、東
日本大震災をはじめとした地震や豪雨災害などの自然災
害においても、住民の避難誘導や救助活動などに献身的
に従事するなど、地域防災力の中核として欠くことので
きない代替性のない存在です。
　しかしながら、過疎化、少子高齢化の進行、産業・就
業構造の変化等に伴い、消防団員数は年々減少し続け、
令和２年４月１日現在で81万8,478人となっており、平
成31年４月１日の団員数から13,504人減少し、地域に
おける防災力の低下が懸念されています。

　消防庁では、
・消防団協力事業所表示制度の未導入市町村に対す
る、制度導入の働きかけ

・消防団協力事業所に対する入札における優遇や税制
優遇の全国への普及促進の働きかけ

・従業員の入団を積極的に推進するなど、消防団活動
に特に深い理解があり、協力度の高い事業所に対
する表彰

・消防団と事業所の連携・協力の優良事例の紹介
・経済団体や企業への働きかけ（従業員の入団促進や、
勤務時間中の消防団活動への便宜・配慮、また複数
の事業所を持つ企業等に対して、企業全体に対する
表示制度の認定に関する働きかけなどを依頼）

・企業や大学等と連携した女性や若者をはじめとする
消防団への加入促進の取組について、都道府県や
市町村から提案を受け、先進事例を構築するため
の委託調査事業

などを実施し、消防団活動に対する事業所の理解・協力
が得られるよう取り組んでいます。
　今後とも、これらの取組等を進め、消防団の充実強化
を図っていきます。

　消防団員に占める被雇用者の割合は、増加傾向にあり、
令和２年４月１日現在で73.9%と平成31年４月１日時点
（73.7％）から更に増加し、約７割で推移しています。
　このため、地域の消防力を維持していくためには、就業
時間中に発生した災害への団員の出動等について、事業所
の消防団に対する理解や協力が非常に重要となっています。

　消防庁では、平成18年度から、消防団活動に協力し
ている事業所を顕彰する「消防団協力事業所表示制度」
を設けています。
　消防団活動への協力として、特別の休暇制度を設けて
勤務時間中の消防団活動に便宜を図ることや、従業員の
入団を積極的に推進する等の取組は、地域の防災体制の
充実に資すると同時に、事業所が地域社会の構成員とし
て防災に貢献し、当該事業所の信頼の向上にもつながり
ます。
　令和２年４月１日現在、1,329市町村が本制度を導入
し、消防団協力事業所数は、１万6,655事業所となって
おり、いずれも昨年度より増加しています。

　地方公共団体によっては、消防団協力事業所に対する
減税措置や金融優遇措置等の支援を行っているところが
あります。例えば、法人・個人事業税の減税（長野県、
岐阜県、静岡県）や、活動資金融資の信用保証料割引（宮
城県、福島県）等があります。
　また、これらの支援策については、制度導入市町村数、
交付事業所数と同様に拡大傾向にあります。

事業所の消防団活動への理解・協力について

地域防災室

問合わせ先
　消防庁国民保護・防災部 地域防災室 　牧野
　TEL: 03-5253-7561

制度導入市町村・交付事業所数推移

○ 消防団について ○ 消防庁の取組

○ 消防団活動には事業所の協力が重要

○ 消防団協力事業所表示制度について

○ 地方公共団体による支援策

事業所の消防団活動への理解・協力について 

地域防災室 
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制優遇の全国への普及促進の働きかけ 

・従業員の入団を積極的に推進するなど、消防団活動

に特に深い理解があり、協力度の高い事業所に対

する表彰 

・消防団と事業所の連携・協力の優良事例の紹介 

・経済団体や企業への働きかけ（従業員の入団促進や、

勤務時間中の消防団活動への便宜・配慮、また複数

の事業所を持つ企業等に対して、企業全体に対す

る表示制度の認定に関する働きかけなどを依頼） 

・企業や大学等と連携した女性や若者をはじめとす

る消防団への加入促進の取組について、都道府県

や市町村から提案を受け、先進事例を構築するた

めの委託調査事業 

などを実施し、消防団活動に対する事業所の理解・協力

が得られるよう取り組んでいます。 

 今後とも、これらの取組等を進め、消防団の充実強化

を図っていきます。 

 

制度導入市町村・交付事業所数推移 
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問合わせ先 

消防庁国民保護・防災部 地域防災室  牧野 
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　　　　消防庁では、消防に対する正しい理解と認識を
深めるとともに、防災意識の高揚、地域ぐるみの防災体 
制の確立に資することを目的として、昭和62年より11 
月９日を「119番の日」としています。
  119番通報をする際の留意点をまとめましたので、い
ざという時慌てないためにご活用ください。

　　　　緊急時に自分や周囲の人の体や命、財産等を守
るために119番通報は重要なものです。
いざという時のために、119番通報にあたっての留意事
項を紹介します。
①通報前の留意事項
＜火災の場合＞
　 　通報している場所まで煙や火が拡大するなど危険が

迫っている場合は、すぐ避難し安全な場所から通報し
てください。
＜救急の場合＞
　 　急な病気やけがをしたとき、救急車を呼ぶべきか、どこ

の病院に行くべきか迷うことがあると思います。そんなとき、
どう対応すればいいのか判断の手助けをしてくれる「全国
版救急受診アプリ（愛称「Ｑ(きゅう)助(すけ)」）を消防庁で
作成しました。「Ｑ(きゅう)助(すけ)」では、該当する症状を
選択していけば、緊急度に応じた対応が表示され、自力受
診する場合には、医療機関の検索（厚生労働省の「医療情
報ネット」にリンク）、受診手段の検索（「全国タクシーガ
イド」にリンク）が行えます。救急車を呼ぶべき症状をま
とめた「救急車利用リーフレット」等と併せて御活用くだ
さい。また、自治体によっては、急なケガや病気の際に、
専門家が相談に応じる電話相談窓口（♯7119等）を設置し
ているところもありますので、御確認の上、御相談ください。
②通報時の留意事項
　119番通報の際、消防本部の職員から「火事ですか？
救急ですか？」と聞かれます。また、次のような情報を
お尋ねしますので、落ち着いて対応をお願いします。
＜火災の場合＞
　・発生場所（住所・階層・近くの目標物等）
　・何が燃えているか？
　・逃げ遅れはいないか？
　・通報者の氏名・電話番号
＜救急の場合＞
　・発生場所（住所・階層・近くの目標物等）
　・誰がどうしたのか？
　・通報者の氏名・電話番号
＜事故の場合＞
　・発生場所（住所・近くの目標物等）

11月９日は「119番の日」
正しい119番緊急通報要領
～いざという時慌てないために～ 防災情報室

　・どういう事故か？
　・怪我人（閉じこめられている人）はいるか？
　・通報者の氏名・電話番号
　なお、適切な医療機関に搬送するため、傷病者の年齢、
持病、かかりつけの病院などをお尋ねする場合がありま
す。また、電話を通じて傷病者への応急手当（心肺蘇生
やAED）などをお願いする事があります。
③携帯電話からの通報にかかる注意点
　近年、携帯電話による119番通報は、通報総数の約半分を
占めています。
　消防本部の管轄境界付近から携帯電話で通報した場合 
は、通報場所を管轄する消防本部とは異なる隣接消防本部に
つながる場合があります。この場合、通報を受けた隣接消防
本部は、通報場所を管轄する消防本部（実際に救急車や消
防車が出動する消防本部）へ119番通報の転送を行う場合が
あります。通報を転送する間、通話を切らずにお待ちください。
なお、転送ができない場合は、管轄する消防本部の電話番号
を案内するなどの対応を行っています。
④「050」から始まるＩＰ電話等の注意点
　「050」から始まる電話番号を割り当てられている電話
からは、原則119番通報ができません。自宅のIP電話や、
利用している通話アプリが緊急通報に対応しているか、契
約している電話事業者に確認してください。対応していな
い場合は、「050」から始まる電話以外の電話から通報す
るか、お住まいの地域を管轄している消防本部の電話番
号を控えておけば、いざという時に慌てずに通報できます。
⑤音声以外の119番通報
　消防では、耳が聞こえない、言葉が話せない等の事情で音声に
よる119番通報が困難な方が、円滑に火災や救急などの通報を行え
るよう、スマートフォンのタッチ操作で通報できるNet119緊急通報シ
ステムの導入を進めているほか、FAX、電子メール等による通報も受
け付けています。利用可能な通報手段は地域によって異なりますの
で、お住まいの地域を管轄する消防本部にお問合せください。また、
本年度から手話通訳オペレータを介した「電話リレーサービス」か
らの緊急通報が全国一律で開始されていますので、ご活用ください。

　　　　火災や救急の必要な場面に遭遇したときには、落
ち着いて119番通報することが大切ですが、いざというと
きに、冷静に必要な情報を伝えるのは難しいことです。こ
のため、多くの消防本部では地域の消防訓練などにあわせ
て、119番の通報訓練も行っています。疑似的な通報訓練
を体験しておけば、実際の通報時には大変有効となります
ので、ご希望の場合にはお近くの消防署へご相談ください。

11月９日は「119番の日」

問合わせ先
　消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室
　TEL: 03-5253-7526

How   to   119番通報

119番通報の訓練をしよう！



消防庁ホームページ　https://www.fdma.go.jp
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